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ＳＴＯＰ農作業事故 
春季農作業事故防止運動強化期間 

(4 月 10 日～6 月 10 日) 



当面の技術対策 
 
Ⅰ 農作業時の安全の確保                      Ｐ１ 
１ 農作業事故防止 
２ 新型コロナウイルス感染症への対応 

 
Ⅱ 安全・安心な農産物生産及び環境保全型農業の推進         Ｐ２～４ 
１ 安全・安心な農作物の生産 
２ 農薬の飛散（ドリフト）防止対策 
３ 農産物の適切な取扱い 
４ 環境保全型農業への積極的な取組み 
５ 農作物残さなどの適正処理等の推進 

 
Ⅲ 稲 作                             Ｐ５～６ 
 １ 適切な種子予措の実施 
 ２ 健苗の育成 
 ３ 土づくりと施肥 
 ４ 直播栽培の定着拡大 
 ５ 機械の効率的稼動と安全確保 
 
Ⅳ 畑 作                             Ｐ７ 
 １ 麦 類 
 ２ 大 豆 
 
Ⅴ 果 樹                             Ｐ８～１０ 
１ 凍霜害防止対策 
２ 生育初期の防除 
３ おうとうの結実確保 
４ 訪花昆虫の保護 
５ 摘芽・摘蕾の実施 
６ ハウス栽培の温湿度管理 

 
Ⅵ 野 菜                             Ｐ１１～１３ 
 １ 育苗管理 
２ ハウス野菜の管理 
３  すいか、メロン等の露地トンネル野菜の管理 
４ 露地野菜の圃場管理 
５ いちごの管理 
６ ねぎの定植 
７  山菜類の管理 
８  防霜対策 
９  病害虫防除 

 
Ⅶ 花 き                             Ｐ１４～１５ 
 １ 「啓翁桜」の栽培管理 
 ２ 露地８月出しぎくの定植 
３ りんどうの施肥と茎整理 
４ トルコぎきょうの管理 
５ ビブルナム「スノーボール」の収穫・出荷 

 ６ 病害虫防除 
 
Ⅷ 畜 産                             Ｐ１６～１７ 
１ 家畜の防疫対策の強化 
２  家畜の飼養管理 
３  牧草及び飼料作物の管理 
４  堆肥等の散布 
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Ⅰ 農作業時の安全の確保 

 

 

 

 

 

１ 農作業事故防止 

春の農繁期を迎え、機械作業と高所作業が増えることから、次のことを励行する。 

（１）服装は作業しやすいものを着用し、機械や脚立の取扱方法を守って作業する。 

（２）機械の整備・点検やトラブルが発生した場合の対処は、必ずエンジンを停止して実

施する。 

（３）機械の転落や転倒を防ぐため、圃場に出入りする際は、路肩の状態や傾斜、段差

等の安全を確認し、無理をせず慎重に操作する。 

（４）トラクターは、安全フレームを正しく装備し、万が一、転落した際に下敷きにな

るのを防ぐため、シートベルトを締める。また、路上走行の際は、夕暮れ時の視認

性を高めるために反射資材を利用するとともに、早めにライトを点灯する。 

（５）脚立は、チェーンをかけて使用し、最上段には上がらないようにする。 

（６）作業はできるだけ複数で行い、互いに安全を確認し合う。 

（７）十分な睡眠をとり、作業前に準備運動を行うことや、作業中は適度に休憩をとること

など、体調管理に留意する。 

 

２ 新型コロナウイルス感染症への対応 

（１）体調の確認 

従業員を含めて、毎日の作業前と作業後に体温を測定して記録する。発熱などの症状

がある場合は自宅で待機し、強いだるさや息苦しさ、高熱等の症状がある場合は、かか

りつけ医療機関か「受診相談コールセンター」（電話：0120-88-0006）に電話で問い合

わせる。 

（２）３密（密閉、密集、密接）の防止 

複数人で作業する場合は、マスクを着用する。さらに、出荷調整などの室内作業時は、

①定期的に換気を行うこと、②隣の人と距離をとること、③会話等は必要最小限にする

ことを励行する。 

出荷調整施設（小屋）等に出入りする際は、「手洗い」と「手指の消毒」を行い、ド

アノブや手すり等の人がよく触れるところは、拭き取りを行う。また、休憩や食事の時

も、時間をずらしたり、十分に距離を空けるなどの対策を行う。 

（３）感染した場合の対応 

一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は出荷停止や農産物

廃棄などの対応をとる必要はないため、焦らずに対処する。 

家族や従業員等への感染が確認された場合には、保健所に連絡し、対応について指導

を受ける。なお、感染者の濃厚接触者と特定された人は、14日間の自宅待機となり、そ

の間に発熱または咳などの呼吸器症状を呈した場合は、保健所に連絡し、行政検査（PCR

検査）を受検することとなる。 

感染者が作業に従事した区域は、保健所の指示に従って消毒を実施する。 

 ※ 別添資料参照 

【４月の重点事項】 

○４月は機械作業・高所作業が増えることから、農作業事故防止のための基本的な対策を再度

確認し、徹底する。 

○体調チェックや３密（密閉、密集、密接）防止など、新型コロナウイルス感染対策を徹底する。 
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Ⅱ 安全・安心な農産物生産及び環境保全型農業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 安全・安心な農作物の生産 

（１）病害虫防除所で提供する発生予察情報や防除情報等を積極的に活用し、各地域で発生

する病害虫に対して的確な防除対策を講じる。 

（２）こまめな圃場観察による病害虫の早期発見と、正確な診断に基づく適切な対策を講じ

る。 

（３）病害虫の発生しにくい環境づくりのため、耕種的対策や物理的対策を組み合わせ、農

薬のみに頼らない防除対策を講じる。 

（４）農薬使用に当たっては、農林水産省の登録番号のある農薬を使用し、適用作物、使用

濃度や使用量、使用回数及び収穫前使用日数を遵守する。 

（５）農薬に対する耐性菌・抵抗性害虫出現防止のため、同一成分の農薬の連用にならない

よう薬剤を選択する。 

（６）薬剤散布に当たっては、周辺の住民、河川等の周辺環境、周辺作物に十分配慮し、飛

散防止対策を講じる等地域住民や養蚕農家、たばこ耕作者、養蜂業者等に損害が生じな

いようにする。 

（７）農薬には、ミツバチやマルハナバチなどの有用昆虫に対し長期間影響のある薬剤があ

るので、薬剤の選定に留意するとともに、養蜂家に対して防除計画の事前周知を行う等

連携を密にし、事故防止に努める。 

（８）蚕や魚類に対する毒性の強い薬剤等を使用する場合は、市町村農作物有害動植物防除

協議会等で定めた地区に限って使用し、蚕・魚類に対する被害を防止する。 

（９）収穫作業の前には、記帳した防除実績と使用した農薬の使用基準を必ず確認する。

特に、収穫時期が早まる場合などは厳重に行う。 

 

２ 農薬の飛散（ドリフト）防止対策 

（１）遮蔽シート・ネット等の設置 

周辺作物等との境界に防薬ネットや防風ネットを設置するか、ソルゴー等障壁作物を

周辺に植栽する。ドリフトが懸念される作物をシートで被覆する。 

（２）近接作物の生産者との連携・調整 

近接作物の収穫時期を考慮した散布計画、散布時期、緩衝地帯設定の協議等、近隣作

物の生産者と十分に連絡をとる。 

（３）飛散しにくい剤型の利用 

粉剤や液剤をドリフトしにくい剤型（粒剤、育苗箱施用剤等）に変更する。 

（４）風向と風速 

風が強いときや日中の散布を避け、風の弱い早朝や夕方に行う。風下に他作物や河川、

住宅等がある場合は、特に注意を払う。 

【４月の重点事項】 

〇農作物の生育をよく観察するとともに、病害虫の発生状況や発生予察情報等に留意し、適期

に防除を実施する。 

○農薬使用時は散布前にラベルをよく確認し、使用基準を遵守する。 

○農薬にはミツバチなどの有用昆虫に対し長期間影響のある薬剤があるので、防除に当たって

は必要な措置を講じて事故防止に努める。 

○農薬散布に当たっては飛散防止対策の徹底を図る。 

○土壌診断による土づくりと適切な肥培管理に努める。 
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（５）散布方法 

園地の端部では、園地の外側から散布する。特に、ＳＳで散布する場合は農薬が飛散

しやすいので、端列は手散布で対応する。 

（６）散布ノズル 

使用目的に合わせた適度な噴霧粒径のノズルを選択する。ドリフト低減型ノズルも有

効である。 

（７）散布圧力・風量 

散布圧力を上げすぎないようにする（粒径が細かくなるため）。また、ＳＳで散布す

る場合は、過大な風量とならないように散布する。 

（８）適正な散布量 

散布量が多くなるほど飛散しやすくなるので、作物の生育量にあわせた適正な散布量

とする。 

（９）水稲育苗箱施用薬剤処理時の注意点 

水稲の育苗箱施用薬剤は、種類により、育苗箱からこぼれた場合や薬剤処理後の灌水

によって農薬成分が土壌に残留し、後作で栽培した野菜に吸収され適用外成分として検

出されることがある。このため、後作で野菜を栽培するハウス内では以下の事項を厳守

する。 

①ハウス内で水稲育苗箱施用薬剤の処理は行わない。 

②水稲育苗箱施用薬剤を処理した場所で野菜苗の育苗は行わない。 

（10）その他 

農薬散布後は、調合タンク、ホース等の散布器具をきれいに洗浄する。 

 

３ 農産物の適切な取扱い 

（１）収穫時及び収穫後の農産物は、農薬、包装資材、その他農業資材及び農業機械等と明

確に区分保管する。 

（２）農薬は、施錠可能な保管場所に保管し、漏出防止に努めるとともに、他容器への移し

かえを行わない。 

（３）コンテナ等の収穫容器は、洗浄されたものを使用し、収穫された農産物以外のものを

保管したり運搬するために使用しない。 

（４）トラック等の輸送車輌は十分な清掃を実施すること。特に農薬散布器具を運搬した場

合は、使用後必ず洗浄する。 

（５）収穫後の農産物を保管、調製及び包装に使用する施設は、十分な清掃を実施する。 

（６）衛生的に保つことが困難になった出荷容器は、廃棄する。 

 

４ 環境保全型農業への積極的な取組み 

（１）土壌診断等により、土壌の養分状態を考慮した土づくりと施肥を行う。 

（２）畜産堆肥など地域の有機性資源を活用した土づくりを推進し、地力の向上を図る。 

（３）堆肥を施用した場合は、堆肥由来の肥料成分を考慮した施肥を行う。 

（４）肥効調節型肥料や局所施肥技術等の導入により、利用効率の高い施肥を推進する。 

（５）病害虫の発生しにくい環境づくりのため、耕種的対策や物理的対策を組み合わせ、農

薬のみに頼らない防除対策を講じる。（再掲） 
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５ 農作物残さなどの適正処理等の推進 

（１）稲わらや剪定枝等の農作物残さなどのうち、循環利用が可能なものは資源として適正

に利用を進める。 

（２）資源として利用できない農作物残さなどは、一般廃棄物に該当する。廃棄物の焼却は

原則禁止されており、市町村等の焼却処分場等で処理する。 

（３）「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」

については、焼却禁止の例外とされているが、「やむを得ないものとして焼却できるか」

の判断については、農家等が自己判断せず、農作物残さなどが発生した市町村の廃棄物

担当課に確認すること。 
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Ⅲ 稲  作 

 

 

 

 

 

 

 

１ 適切な種子予措の実施 

（１）塩水選（比重：うるち 1.13、もち 1.08）を行い充実した種子を選別する。 

（２）病害の発生を防ぐため、温湯消毒や薬剤による種子消毒を適正に行う。薬剤の浸漬

処理の場合は、種籾袋をゆすって薬液が内部まで十分ゆきわたるようにし、薬液の温度

が 10℃以下にならないよう留意する。 

（３）浸種は、品種ごとに必要な積算温度をしっかり確保する。浸種の水温は 10℃～15℃と

し、特に、浸種開始の初日は適温になるように水温を調整し、低水温にならないよう十

分留意する。 

（３）催芽は時間をかけて行い、芽と根が１mm程度出ている「ハト胸状態」になったことを

確認してから播種作業に移る。 

 

２ 健苗の育成 

（１）移植計画にあわせて、苗種別の播種量や育苗日数、温度管理などを考慮し適期に播種

し、葉が伸びすぎず葉齢が揃い、下葉まで葉色が濃く茎の太い健苗を育成する。 

 

 苗の種類と播種量、育苗日数の目安  

 
葉数 

(枚) 

播種量（ｇ） 育苗日数 

（日） 乾籾 催芽籾目安 

稚苗 2.2～2.5 150～180 180～210 20～25 

中苗 3.2～3.5 80～120 100～150 30～35 

 

（２）軟弱徒長苗は、移植後の活着が遅れて初期生育が不良となり、収量と品質・食味の面

で不利になる。苗の素質が決まる育苗初期の管理を徹底することが重要で、１葉展開後

はやや低めの温度管理とし、発根力の強い苗に仕上げる。 

（３）育苗障害は、不適切な温度管理や水管理により引き起こされる。無理のない育苗計画

を立て、基本的な管理を再度点検し、育苗障害の発生を防止する。 

（４）「ばか苗病」の発生を防ぐため、温湯消毒や薬剤による種子消毒を適正に行う。浸

種中の水温は 15℃以上にならないように注意し、育苗中も高温にならないように温度

管理を徹底する。また、前年、ばか苗病の発生が多かった場合は、育苗箱の消毒を実施

し、籾殻やわら等の伝染源を育苗施設周辺に放置しないよう注意する。 

 

３ 土づくりと施肥 

  土づくりは、土壌の生産力をバランス良く高めるための技術であり、土壌診断等により

圃場の状態を把握し、以下の対策を行う。 

【４月の重点事項】 

○高品質・良食味米の安定生産に向けて、適期移植となるよう作業計画を作成し、計画に合わ

せて種子予措、播種を行い、適切な温度管理、水管理で健苗を育成する。 

○土壌診断に基づく土づくりや、圃場の均平、畦塗りなど、気象の変動に対応した適切な管理

ができる圃場の準備を励行する。また、育苗ハウスの強風対策も万全に行う。 

〇大型機械での作業が増えるため、安全に十分配慮して余裕をもって作業を進める。 
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（１）稲わらを施用した水田では、早めに排水溝を掘るなどして田面の乾燥を図り、稲わら

の腐熟を促進させ、田植後の土壌の異常還元発生を低減する。 

（２）地力の低い水田や稲わらを持ち出した水田では、堆きゅう肥を施用し、地力の維持、

回復を図る。また、地力の高い水田では、堆きゅう肥の過剰施用による品質・食味の低

下がみられるため、窒素成分を把握して土壌診断結果に基づき施用量を加減する。 

（３）ケイカル、ようりん等の土づくり肥料は、土壌診断結果に基づき、共同散布組織等を

活用した効率的な散布を推進する。 

（４）基肥の施用量は、圃場の地力条件を考慮に入れ、地域の栽培指針に基づいた適正な量

を施用し、品質・食味の向上と収量の安定を目指す。 

（５）近年、水田内での作業性を重視するあまり耕深が浅くなっている傾向にある。耕深は

稲の根張りや土壌の養水分の保持力及び供給力等に大きく影響するため、15cm を目標に

耕起し十分な作土層を確保する。また、数年に一度はプラウ耕による深耕や心土破砕等

による透水性の改善を図る。 

 

４ 直播栽培の定着拡大 

（１）水稲栽培におけるコスト低減や経営規模の拡大、複合経営による農業所得の向上を図

るため、直播栽培の導入を推進する。 

（２）湛水直播栽培の播種適期は、５月１０日頃までである。用水の通水時期も考慮し計画

的に作業を進める。 

（３）鉄コーティング直播栽培にあたっては、浸種は浸漬水温積算値が 60～80℃となるよう

12～15℃の水に 4～5日間漬ける。コーティング後は発熱に注意して酸化、放熱、風乾す

る。乾燥した種籾は、播種前に発芽試験を行って発芽率を確認する。 

（４）不耕起Ｖ溝乾田直播栽培では、播種時にトラクターのクローラや車輪の溝が出来な

い程度に圃場が硬くなったことを確認し、４月中に播種作業を行う。 

 

５ 機械の効率的稼動と安全確保 

（１）春は、様々な農作業が競合するため、余裕のある作業計画を立て、効率的な機械利用

に努める。畦畔の整備や排水対策においては、地域的、組織的に機械の利用計画を立て

て作業を進める。 

（２）トラクターの転落・転倒、ロータリーへの巻き込み等の重大事故が多い時期なので、

安全に十分配慮し、故障・点検時には必ずエンジンを止めて対処する。 

（３）トラクターや田植機は長期格納後の点検を行い、機械性能の維持と安全確保に努める。

また、日常の点検・整備を励行し、消耗部品は予め交換部品を準備しておく。 

（４）作業機を装着又はけん引したトラクター等の公道走行について、道路運送車両の保安

基準適合に関する整理が行われ施行されたので、農機販売店等に確認し、必要な措置、

手続きを行う。 
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Ⅳ 畑  作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 麦 類 

（１）排水対策の徹底 

麦類は湿害に弱い作物である。融雪後に排水溝や明渠の手直しを行っていない場合は、

速やかに万全な排水対策を実施する。 

（２）追肥の実施 

融雪後の追肥は生育と収量に大きく影響する。適期は、幼穂長が１mm程度になった時

期で、節間伸長が始まる前までに行う。本年は、すでに融雪が進み、気温が高い日が多

く、生育が早まる傾向にあるので、遅れずに作業する。追肥量は、窒素成分で 4.0 ㎏/10a

を基準に、湿害や播種時期の遅れなどで生育量が少ない場合は、窒素成分で 6.0kg/10a

とする。 

また、「ゆきちから」では葉耳間長０cm となる減数分裂期に窒素成分で 2.0 ㎏/10a

を追肥する。「ナンブコムギ」は倒伏しやすいので、この時期は追肥しない。 

 

２ 大 豆 

（１）高品質大豆生産に向けた生産管理計画の作成 

高品質な大豆の安定生産に向け、排水対策や田畑輪換、土づくり等の圃場条件の整備

や、新品種、新技術の導入、雑草防除体系の計画、補助制度を利用した機械導入などの

検討を行うとともに、適期播種、適期刈取り、適正乾燥調製作業などの生産管理計画を

作成し、適期作業を実践する。 

（２）作付け計画 

実需者ニーズに応じた大豆品種の作付けを推進するとともに、中晩生と早生を組み合

わせた品種構成を考慮する。また、中間管理作業や収穫作業を効率的に進めるため、作

業機械の能力を踏まえながら、品種ごとに団地化を図り作業の効率化を図る。 

（３）排水対策 

団地化に加え、圃場周囲に明渠を掘り、また、本暗渠に直交して、5～10ｍ間隔で弾丸

暗渠やサブソイラーを施工するなど排水対策を徹底する。作業実施に当たっては、地域

のオペレーター組織と連携し、地域全体で排水対策を進める。 

 

 

【４月の重点事項】 

○小麦は、融雪後の排水対策を実施し、収量をしっかり確保しながら、品質を上げるための追

肥を実施する。 

○大豆は、高品質安定生産に向けた圃場準備や作業計画を立てる。また、大豆の生産性向上

は、所得の安定的確保に極めて重要である。収量と品質を上げる取組みを進めながら、各種

支援制度を十分活用して、農業所得の最大化を図る。 

○畑作物を転作作物として水田で栽培する場合は、排水対策が非常に重要であるため、この

時期に圃場選定や排水対策などを確認し、収量や品質の目標をしっかり立て、適切な栽培

管理が行えるよう準備する。 
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Ⅴ 果  樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 凍霜害防止対策 

（１）3月 24日現在、果樹の発芽期は平年並～５日程度早くなっている。生育状況を観察し、

防霜対策を開始する時期が遅れないようにする。 

（２）果樹は発芽から日が経つほど低温に対する耐性が弱くなる。おうとうでは、発芽 10

日前後では-3℃程度の低温で被害が大きくなり、開花直前になると-1℃でも３時間以上

遭遇すると被害が発生する。ただし、樹勢によっては、より早い時期や短時間の低温で

も被害が発生する場合があるので注意する。 

（３）防霜対策の実施にあたっては、霜注意報や翌日の最低気温の予想を参考に、実際に園

地の気温を測定しながら、0℃になる前に点火あるいは稼動する。 

（４）燃焼法を行う場合は、環境に配慮し、煙の少ないものを選ぶ。また、最も気温が下が

る日の出前に火力が弱まらないように注意する。 

防霜ロックを用いる場合は、火点を多め（30個/10a 以上）に準備したうえで、フタの

開度を 1/2～1/3 程度にすることで、４時間以上の燃焼時間が確保でき、給油作業の省力

化が可能である。ただし、気温の低下が大きい場合は、確実な効果を得るため、開度を

広く調節する。 

（５）散水氷結法を行う場合は、スプリンクラーや配管などの氷結を防ぐため、散水開始温

度を２℃程度とし、日の出後外気温が 0℃以上になったら停止する。気温が 0℃以上にな

る前に散水を停止すると、霜害を助長することがあるため絶対に避ける。 

（６）防霜ファンや温風式防霜機を設置した園地では、稼働前に必ず点検を行う。 

防霜ファンは、気温が-2℃以下になる場合には、ファンのみで被害を軽減できないの

で、燃焼法を併用する。 

（７）地面を覆うものがあると放射冷却を助長し、被害が大きくなるので、春先は敷ワラ（草）

を樹間下から取り除く。 
 

各種燃焼資材の特性                                        （H15 山形園試） 

資材名 着火性 燃焼性 発煙性 安全性 燃焼時間 備 考 

霜キラー（縄＋灯油） △ ○ △ △ 140 分(米ぬかロウ３kg) 低価格 

防霜ロック ○ ○ × × 190 分(灯油 4.5 ㍑) 発煙多 

シーダーフレーム △～× △ ○～△ ○ 210 分 高価格 

 

２ 生育初期の防除 

生育状況を確認しながら初期の防除が遅れないように実施する。 

特に、近年発生が拡大しているりんご黒星病は、初期感染を防止することが重要であ

り、展葉期から一次感染の重点防除時期となることから、生育状況をよく観察し、防除

時期を失しないように注意する。 

【４月の重点事項】 

 生育状況をよく観察するとともに、気象予報等も考慮しながら適期作業に努める。 

○凍霜害対策、人工受粉等を徹底し、おうとうの結実確保を図る。 

○病害虫の防除は、時期が遅れないように、生育に合わせて実施する。 

○開花期間中の防除等に気を配り、訪花昆虫の保護に努める。 

○大玉、高品質生産に向け、摘芽・摘蕾をしっかり行う。 

○おうとう、ぶどうのハウス栽培は、高温、乾燥に注意して管理を行う。 
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３ おうとうの結実確保 

（１）開花期の灌水 

春先に土壌水分が少ないと霜害が発生しやすくなるとともに、結実率の低下や初期生

育の停滞にもつながることから、土壌が乾燥している場合は１回あたり 20mm を目安に、

積極的に灌水する。また、開花期間中も、乾燥が続く場合は灌水を行う。 

（２）人工受粉 

   毛ばたき受粉は、水鳥やダチョウ等の羽毛のものを使い、少なくとも５分咲きと満開

期の２回行う。 

低温で訪花昆虫の活動が鈍いときには、開花の進みに関わらず、回数を多く実施する。

特に、受粉樹が少なく例年結実が不安定な園地では、人工受粉を徹底する。 

（３）訪花昆虫の利用 

ポリネーション用ミツバチの導入時期は「佐藤錦」の開花始めの頃とする。 

マメコバチを利用する場合は、できるだけ園の中心に設置し、新しいヨシを多めに補

充する。また、巣箱の近くに蜂の土採り用の穴を掘る。春先の雑草の花はマメコバチの

重要な餌源となるため、おうとうの開花始期までは刈らずに残しておく。 

（４）防風対策 

風当たりの強い園地では防風ネットを設置して風を弱め、訪花昆虫の活動を助ける。

なお、防風ネットは、多面に設置すると逆に訪花昆虫の行動を制限してしまい、十分な

営巣活動ができなくなることから、風上面のみに設置する。 

 

４ 訪花昆虫の保護 

おうとう、りんごでは、訪花昆虫を保護するために、開花１週間前から巣箱を撤去する

までは、殺虫剤を散布しない。 

おうとうの開花直前の灰星病防除は、ミツバチ導入前に終了する。開花期間中の防除は、

ミツバチが活動を始める前の早朝散布を基本とし、巣箱を設置している園地では、散布を

行う際に巣箱の出入り口を閉める（散布が終わったら忘れずに開ける）。 

ミツバチの巣箱を設置する園地では、巣箱の近くに防風ネットを張らない。あるいは、

防風ネットから離れたところに巣箱を設置する。 

 

５ 摘芽・摘蕾の実施 

（１）おうとうでは、冬～早春の低温により花芽の枯死が多い園地・樹がみられる。そ

のため、摘芽を実施する前に花芽の枯死状況を確認し、枯死が多い場合は、花束状

短果枝当たりの花芽を例年より多めに残し、摘花・摘果で着果量を調整する。 

特に「紅秀峰」は着果過多になりやすく、樹が衰弱する恐れがあるため、必ず摘芽を

実施するが、凍霜害に弱いため、小花や雌ずいの枯死の多少をしっかり確認してから摘

芽する。花芽を剪定鋏で輪切りにすると、枯死している花芽は、中が茶色や黒色になっ

ているので、何個か試し切りをして凍害の多少を判断する。あるいは、枯死している花

芽は芽が膨らんでこないので、芽の膨らみを確認してから実施しても良い。 

なお、摘芽を実施した場合は、人工受粉等の結実対策を徹底する。 

（２）ももの摘蕾の作業適期は、花芽が丸く膨らみ先端の赤みが見え始めた時期から花弁が

やや膨らんだ時期である。「あかつき」「まどか」等花粉を有する品種は、50～70％程

度を目標とし、樹勢に応じて実施する。ただし、「川中島白桃」など花粉のない品種は

弱めに実施する。 
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（３）西洋なしの「ラ・フランス」は、側枝の直上や直下の花芽、小さい花芽、長果枝先端

の花芽を摘芽する。その後、摘蕾する場合は、開花前の蕾同士がくっついている時期に、

上から指で押すようにすると軸が簡単に折れて効率的である。開花期には、花数が少な

い弱い花そうは、全部摘み取る。 

西洋なし「ラ・フランス」および「メロウリッチ」では、一輪摘花（果）の際に残す

横向きの花そうについて、上向きで開花時期の早い小花や肥大の良好な幼果を残すこと

で、効率的に品質が優れる 2～4または、2～3番果を着果させることができる。 

 

６ ハウス栽培の温湿度管理 

（１）おうとう 

加温ハウス栽培では、晴天の日中はハウス内温度が高くなりやすいので、高温障害が

出ないよう換気を実施する。開花期間中の高温は、結実不良の原因になるので特に注意

して温度管理を行う。 

果実の黄化期以降に曇天が続く場合は、裂果防止のため、ファンによる送風や加温、

換気を行う。 

（２）ぶどう 

春先の土壌の乾燥は、発芽不揃いの原因になるので、被覆時に土壌が乾燥している場

合は、十分に灌水を実施する。また、発芽期から展葉 3～4枚まで高温で経過すると新梢

の生育が揃わず花蕾数も少なくなるので、夜温は 5℃程度とし、日中温度も発芽前より

低めの 24℃程度に管理する。 

早い作型では第 1 回のジベレリン処理時期を迎えるが、この時期に高温になると着粒

が悪くなるので、昼温は 23～25℃に管理し、30℃以上にならないよう換気を徹底する。

また、湿度が低くなるとジベレリンの効果が劣るので、乾燥している場合は、処理前に

必ず灌水を行い、湿度を高める。ジベレリン処理は、生育を観察しながら数回に分けて

行うようにし、処理直後には結実を確保するため摘心を実施する。 
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Ⅵ  野  菜 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  育苗管理 

（１）健苗育成のためには良質の床土が必要となるため、ｐＨ、ＥＣが適正かチェックする。

また、播種床や育苗ポットには事前に土詰めを行い、灌水した後、透明ポリ等でべたが

けし、適正な水分を保持して地温を十分確保する。 

（２）きゅうり、すいか、メロン、トマト、なす等の育苗に当たっては、生育ステージに合

わせた温度や水分管理を徹底する。これから接ぎ木を行う場合は、接ぎ木方法に合わせ

た、穂木と台木の生育管理を行う。 

また、苗に太陽光が十分当たるよう保温資材の開閉を行うとともに、晴天日の急激な

温湿度変化に注意し、健全な苗を育成する。 

（３）きゅうり等うり類の灌水は、朝に灌水し夕方までに土の表面が乾く量を基本とし、過

湿にしない。特に、セル成型苗の育苗では育苗培養土により保水力が異なるので、培養

土の種類に応じて灌水量に留意する。トマト、ミニトマトでは、極端な節水管理は花芽

に影響を与え、異常果の発生に結びつくため適切な水分管理を心がける。 

（４）適期に鉢ずらしを行うとともに、生育の揃いが悪い場合は、鉢ずらし時に生育ステー

ジの揃ったグループ毎に分けて管理を行う。 

（５）育苗中から病害虫の防除を徹底し、定植畑への病害虫の持ち込みを防止する。 

 

２ ハウス野菜の管理 

（１）品目に応じた適正な温度管理を行う。 

  ・きゅうり：日中気温 25～28℃ 夜温 13～15℃ 

  ・トマト ：日中気温 20～25℃ 夜温 13～15℃ 

  ・いちご ：日中気温 20～25℃ 夜温 5～10℃ 

    ハウス内は、急激な変化を起こさないように、気象条件に合わせたきめ細かな温度管

理（換気と保温）が重要である。また、冷風が直接作物に当たらないよう留意する。 

（２）温度管理とともに湿度にも注意し、過湿を避け軟弱徒長と病害の発生を防止する。急

激な天候の変化により、密閉したハウス内が高温になった場合は、葉焼けを発生させな

いように、急な開放は行わず、時間をかけて換気を進める。 

（３）突風などによる被害を予防するため、防風ネットの設置やハウスの補強などを行う。 

 

【４月の重点事項】 

○融雪が遅いところでは、できるだけ早く融雪と畑の乾燥を促し、定植準備を行う。ただし、早植

えした圃場では毎年、低温障害発生が見られることから、無理な早植えを行わず、適期定植

に努める。 

○トマト、きゅうり、すいか、メロン等果菜類は、温度、水、換気等の管理に留意し、健全育苗に

努めるとともに、定植後は、きめこまかな温度管理を心がけ、生育促進を図る。 

○露地トンネル栽培では、すみやかに圃場準備を行い、地温を確保した上で定植を行う。 

○晴天日には霜害が発生しやすいため、ハウス栽培、トンネル栽培ともに、べたがけ資材等保

温資材を活用し、保温管理を徹底する。 

○アスパラガス、にら等の露地野菜は、施肥等の春作業が遅れないように実施する。 
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３ すいか、メロン等の露地トンネル野菜の管理 

（１）圃場に融雪等による停滞水がある場合は、早めに排水溝等を設置して畑の乾燥を促進

する。併せて堆肥等を投入し、土づくりに努める。 

（２）マルチ張り等の定植準備は早めに行い、地温の上昇を図る。 

（３）定植前にマルチ内の土壌水分を確認し、天気の良い日にチューブ等を使って適宜灌

水を行い、定植前までに適正な土壌水分に調整しておく。 

（４）定植の際は、地温が 15℃以上確保されていることを確認するとともに、無風の暖かい

日の午前中に行い、活着と初期生育の促進を図る。 

（５）定植後はキャップで被覆し、活着促進と防霜対策を行う。なお、徒長を防ぐため、

活着後（定植約１週間後）にはキャップを取り除き、生育と気象条件に応じてトンネル

の換気量を調節する。 

 

４ 露地野菜の圃場管理 

（１）圃場に停滞水がみられる場合は、溝を切って排水する。 

（２）アスパラガス、にら等の露地野菜は、施肥等の春作業が遅れないように実施する。 

 

５ いちごの管理 

（１）低温カット栽培 

「おとめ心」の低温カット栽培では、収穫期までは 20℃を目標に管理する。 

交配のためミツバチを放飼するが、ハウス内の活動を活発にさせるため、温度だけで

なく、湿度の管理にも十分留意するとともに、防除の際はミツバチに影響が出ないよう

に、薬剤選択にも注意する。 

（２）夏秋栽培 

   「サマーティアラ」は、冬定植、春定植ともに、生育を促すためにカーテン等保温資

材を積極的に活用し、保温に努める。保温時の温度管理は最低気温 5℃を確保し、最高

気温 30℃を超えないように管理する。４月中旬までに発生した花房は早期に摘房し、６

月中旬からの収穫に向けて株の生育促進を図る。 

 

６ ねぎの定植 

（１）ねぎのチェーンポットやペーパーポット、セル成型苗の移植栽培は、適期に定植でき

るように圃場条件を整備することがポイントとなる。圃場周囲には明渠を設置する等の

排水対策を行い、停滞水がある場合は排水を促し、適期に圃場作業ができるように準備

を行う。 

（２）７月下旬から早どりする作型では、圃場での初期生育を促進して収量を確保するため、

定植前に苗のリン酸浸漬処理を行う。 

（３）生育が進み大苗となった場合は、剪葉を行ってから定植する。 

 

７  山菜類の管理 

（１）促成中のたらのめ、うるい等の山菜類は、収穫が早まるため、促成開始を遅らせるな

ど計画的に管理し、継続出荷に努める。なお、保管中の穂木や株は、屋内や日陰の陽の

当たらない場所でシートをかぶせるなどして保管し、温度上昇による乾燥や芽の伸長、

急激な温度低下による凍害を防止する。 
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（２）うるい、うどの株分けは、芽が動く前に計画的に行う。１芽の大きさは、うるいは 50

ｇ程度とし、できるだけ大きな芽を残すようにする。うどは、根を約 20cm つけ、１芽

150ｇ程度の大きさに分割する。分割した株は、定植まで乾燥させないように保管する。 

（３）根株の養成畑は、堆肥や土壌改良資材を散布し、深耕する。 

（４）植え付けは、圃場が準備できたら速やかに行い、生育期間を長くとることで株の充実

を図る。 

 

８  防霜対策 

（１）降霜の恐れがある場合には、ハウス栽培では早めにハウスを閉め、内張りカーテンや

トンネル、保温資材等で保温を図る。また、必要に応じて補助暖房を行う。 

（２）トンネル栽培では茎やつるがトンネルの外に出たり、被覆資材に触れないように管理

するとともに、保温資材を利用し保温を図る。 

（３）トンネル除去後は、べたがけ資材の活用等により被害を防止する。 

 

９  病害虫防除 

（１）前年に病害が発生した圃場では、伝染源にならないよう作物残さを適切に処理する。 

（２）温湿度管理に細心の注意を払い、病害が発生しにくい環境をつくる。特に、低温、多

湿で発生しやすい病害に注意する。 

（３）育苗期の薬剤散布は薬害の恐れがあるので、散布時の天候に細心の注意を払う。 

（４）害虫（オンシツコナジラミ、アザミウマ類、アブラムシ等）の防除に当たっては、定

植前に雑草の除去等、周辺環境の清掃に努めるとともに、農薬による初期防除を行う。

特に、紫系以外の食用ぎくでは、ミカンキイロアザミウマ対策として紫外線カットフィ

ルムと防虫ネットを活用する。 
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Ⅶ 花  き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「啓翁桜」の栽培管理 

「啓翁桜」は、来シーズン以降の収穫量や切り枝の品質を確保するため、４～５月の管

理が重要である。 

（１）施肥 

近年、栽培年数が経過し、樹勢の落ち着いた園地が多くなっていることから、消雪し

た圃場から速やかに肥料を施し、樹勢の確保と枝の再生に努める。施肥量は、窒素成分

で 10ａ当たり 5～10㎏を目安とし、樹勢に応じて加減する。 

（２）幼果菌核病対策 

幼果菌核病の防除時期は、開花始期から満開期であるため、早めに準備を整えるとと

もに、花蕾の状況をよく確認して適期に防除する。 

例年、発生が多い圃場では、開花前に地表面を全面耕耘し、発病葉や発病果をすき込

むとともに、地表面の乾燥を促す。 

 

２ 露地８月出しぎくの定植 

旧盆（８月）出しを目標とした定植は、４月下旬が適期である。育苗の温度管理や水

分管理に留意するとともに、定植圃場の準備を進める。定植が遅れると花芽分化の限界

温度が低い品種ほど草丈の確保が困難となり、切り花品質が低下するので計画的に作業

を進める。 

（１）本畑準備 

圃場周囲の明渠を点検、補修し速やかに排水を図る。圃場の乾燥が十分に進んだ段階

で、堆肥を 10ａ当たり３ｔ程度施用するとともに、あらかじめ土壌ｐＨを測定し、5.5

～6.5 程度を目標に苦土石灰などの土づくり肥料を施用して耕起作業を行う。基肥は、

低温期に定植する作型であることから、比較的速効性の肥料が適する。基肥の施用量は、

三要素成分とも 10ａ当たり 15kg 程度を目安とする。また、マルチ栽培で肥効調節型肥

料を利用する場合は、溶出期間 100 日タイプを用い、スターターとして速効性肥料を 30

％程度併用する。 

（２）定植後の管理 

温度が低く、初期生育が緩慢で、霜害などの気象災害を受けやすい時期であるため、

５月中旬頃まではトンネル被覆管理を行い、茎葉の伸長を促す。定植後７～10 日で活

着し、茎が伸長し始めるので、生長点部分を摘心する。 

 

【４月の重点事項】 

○「啓翁桜」やりんどう等の露地花き品目では、生育状況をよく観察し、施肥や病害虫防

除等の作業を適期に実施する。 

○スノーボール等の収穫期を迎える品目は、収穫準備を整えるとともに、花芽の生育状況をよく

観察して適期収穫に努める。 

○４月は、育苗や本畑管理など作業が本格化する時期であるが、他品目の春作業と重複する

時期であることから、計画的に進める。 

○施設栽培では、４月は寒暖の差が大きいことから温度管理に注意する。 

 



 

 声をかけあい、助けあい、農作業事故ゼロへ！  

 - 15 -

３ りんどうの施肥と茎整理 

収穫年次における施肥量は、三要素成分とも 10ａ当たり 15kg 程度を目安とし、萌芽

前 70％と、開花 40日前頃 30％に分施する。施肥作業は、マルチの中央部に切り込みを

入れたり、マルチの肩部に一定間隔に穴をあけて行う。茎立ち数が多く、収穫時の草丈

が 80cm 以上を確保できる生育の旺盛な株では、草丈が 20～30cm になる頃に生育の良い

ものを 10本残し、その他は先端を摘心する。茎整理は、遅れると軟弱徒長や病害発生の

原因となるので、よく観察して適期に行う。 

 

４ トルコぎきょうの管理 

（１）加温促成６月出し及び無加温７、８月出し作型の管理 

夜間は、加温促成６月出しでは、夜温 15℃を目標に加温し、無加温栽培では、施設を

閉めて保温に努める。日中は 25～30℃程度を目安に換気を開始するが、内張りカーテン

等を利用して作物に風を直接当てないようにする。追肥は、生育後半の下葉からの黄化

を防止するためカリ成分の割合の高い液肥を使用する。土壌表面が乾燥しないよう灌水

を行って、湿度を確保し、茎葉の伸長を促す。株の下位節から発生した側枝はフラワー

ネットを上げる前までに摘除する。 

（２）８月下旬～９月下旬出し作型の播種、育苗 

４月上旬から中旬が播種適期である。育苗ハウスは開口部に寒冷紗を張り、ウイルス

を媒介するアブラムシ類やアザミウマ類の飛来を防ぐ。苗のロゼット化は、播種直後か

らの 20℃以上の高温で誘発されるため、霜注意報が発令されない場合には、発芽後はハ

ウス内の温度が上がらないように、夜間も育苗ハウスのサイドビニルを開放して管理す

る。また、日中は、日射の強い時期となってくることから、育苗ハウスの内張り天カー

テンに遮光資材を被覆して高温にならないように管理する。 

（３）種子の低温処理 

ロゼット回避のための種子低温処理は、播種後に底面吸水を行うとともに、ミストな

どによる灌水を併用して種子に十分吸水させた後、種子が乾燥しないように育苗箱をビ

ニルフィルムなどで被覆し、10℃で３～４週間を目安に冷蔵する。出庫後は、育苗日数

が、慣行の育苗方法と比較して１週間程度短縮されるので、定植準備は計画的に行う。 

 

５ ビブルナム「スノーボール」の収穫・出荷 

風が強い地域の露地圃場では、花傷み防止のため防風ネットを設置する等の収穫準備

を計画的に進める。 

例年の出荷盛期は、施設無加温栽培が４月、露地栽培が５月上旬であり、開花が揃い

収穫が短期間に集中するため、切り遅れないように注意する。収穫後は、速やかに品質

保持剤で前処理を行う。 

 

６ 病害虫防除 

きくでは白さび病やアブラムシ類、ばらやアルストロメリア等では灰色かび病やオン

シツコナジラミ、アザミウマ類などが発生しやすくなることから、早期発見・適正防除

に努める。 
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Ⅷ 畜  産 

 

 

 

 

 

 

 

１ 家畜の防疫対策の強化 

（１）昨年 12月、県内の養豚場で豚熱が発生した。また、同じく 12月、県内で捕獲された

野生イノシシでも豚熱の感染が確認されている状況にある。 

県内の養豚場で飼育されている豚に対しては、豚熱ワクチンの接種を行っているもの

の、ワクチン接種農場であっても、人や物、野生動物を介したウイルスの侵入リスクが

あることから、衛生管理区域への防護柵や防鳥ネットの設置など、引き続き「飼養衛生

管理基準」に基づく衛生管理の徹底と、敷地内への消石灰散布等、病原体の侵入を防ぐ

ための対策を講じる。 

豚熱のその他の対策としては、飼料に肉等を含む場合、又は含む可能性がある場合は、

あらかじめ攪拌しながら摂氏 90 度・60 分以上、又はこれと同等以上の効果を有する方

法で加熱処理を徹底する。 

（２）昨年 11月に香川県の養鶏場において、国内の養鶏場としては 2年 10ヶ月ぶりに高病

原性鳥インフルエンザの発生が確認されて以降、全国各地の養鶏場で発生が確認されて

いる。近年になくリスクが高まっていることや渡り鳥が飛来する時期となっていること

から、養鶏場においては、敷地内の消石灰散布や、鶏舎出入り時の長靴等の消毒を徹底

するとともに、鶏舎の隙間や金網・防鳥ネットの点検・補修を行い、野鳥やネズミ等の

野生動物の侵入防止に努める。 

 

※「飼養衛生管理基準」を遵守し、農場出入口での車両等の消毒、踏み込み消毒槽の設置、

専用長靴や専用衣服の整備等、人や物の出入りの管理を徹底し、農場への病原体の侵入

防止に努める。また、異状が見られた場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報する。 

 

２  家畜の飼養管理 

（１）防雪施設を早めに取り除き、換気、採光に努める。また、気温上昇に伴い細菌性疾病

の発生が多くなることから、畜舎床面の乾燥を保つなど適切な管理に努める。 

   また、寒暖の差が大きい時期であるため、家畜の個体観察を徹底し事故防止に努める。

特に幼畜は環境の変化に弱いことから、入念に観察する。 

（２）放牧する際は、放牧予定牛を早めに選定し、寄生虫駆除、予防注射、そして健康検査

を受けるとともに、蹄の状態を観察し、必要であれば事前に削蹄する。 

   放牧馴致は、入牧１か月前を目処に開始する。濃厚飼料を減らしながら、乾草、稲わ

らのほか、生草やサイレージ等の多汁性の粗飼料に徐々に切り替えていく。また、可能

であればパドック等に出して、屋外環境に慣らしておく。 

（３）気温の上昇に伴いサイレージの二次発酵（好気的変敗）が起こりやすくなるため、取

り出し後はビニール等で被覆し、空気の遮断に努める。開封後にカビなどの発生が見ら

れる場合は、家畜の安全に留意し廃棄する。 

【４月の重点事項】 

○「飼養衛生管理基準」を基本とした防疫対策を徹底する。 

○畜舎の換気、採光に努めるとともに、畜舎床面の乾燥に努め、個体観察を徹底する。 

○一番草の収量を確保するため、融雪後早めに早春追肥を行う。 

○良質堆肥を生産し、耕種農家との連携で有効活用する。 
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３ 牧草及び飼料作物の管理 

（１）転作田では排水不良が牧草や飼料作物の湿害の原因となるため、融雪や降雨による表

面水が停滞しないよう明渠や作溝等の湿害防止策を講じる。 

（２）牧草の雪腐病は、積雪期間が長いほど被害が大きくなるため、昨秋に播種した牧草の

採草地では、融雪促進及び融雪水の排水に努める。 

牧草等の生育状況を観察し、採草地への追肥は融雪後速やかに行い、年間の施肥量の

40～50％、窒素成分量で 8～10kg/10a を目安に行うとともに、適期収穫に努める。 

（３）放牧草地では、初期に放牧する牧区にのみ窒素成分量で 4㎏/10a を目安に早春追肥を

行い、他の牧区は追肥時期を遅らせ、牧草の生育が採食量を上回らないよう管理する。 

放牧直後の草量不足が懸念される場合は、補助飼料の給与や早期転牧等を行い、牛の

体重減少の軽減に努める。 

（４）飼料用とうもろこしの多収を図るには、適期播種が重要である。霜害の心配がなくな

ってから、できるだけ早い時期の播種が有効であり、県内の平坦地では４月下旬から５

月上旬以降、中山間地は５月上旬以降が適期である。この時期に播種できるように、早

めに堆肥散布や耕起・整地等の準備作業を行う。 

 

４ 堆肥等の散布 

（１）融雪水が畜舎、飼料庫、そして堆肥化処理施設等の施設内に入らないように、排水路

の確保等に努める。特に、堆肥化処理施設内に融雪水が入ると、家畜ふん尿が施設外に

流出する恐れがあるため、巡回するなどして注意する。 

（２）家畜排せつ物は、副資材（籾殻やおが屑など）を用いて通気性を確保するとともに、

定期的に切り返して好気性微生物の働きを促し、良質な堆肥生産を行う。また生産した

堆肥は、耕種農家と連携し農地に散布するなど有効活用を図る。 


